
  Ver.20260401 

XX医研開第 XXXX号 

令和 年 月 日 

課題管理番号：  

≪研究機関≫ 

≪研究機関の代表者 役職≫≪研究機関の代表者 氏名≫ 殿 

 

 国立研究開発法人日本医療研究開発機構         

理  事   長     中   釜    斉       

 

補助金交付決定通知書 
 

令和 年 月 日付で交付申請のあった標記の令和○年度医療研究開発推進事業費補助金について

は、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

記 

１．事業等：○〇〇〇 

 

２．研究開発課題：○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇     

○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇○〇〇〇 

 

研究開発代表者（所属・役職）：○〇 〇〇（〇〇部署・部長） 

 

３．交付の対象となる研究開発課題（以下「研究開発課題」という。）は、取扱要領記載の事業の研究

開発課題であり、その内容は令和 年 月 日付交付申請書記載のとおりとする。 

（研究開発課題の期間：本交付決定通知書の発出日から令和○年○月○日） 

 

４．補助金交付決定額は、次のとおりとする。ただし、研究開発課題の内容が変更された場合において、

研究開発課題に要する経費又は補助金の額が変更されるときは、別に通知するところによるものと

する。 

 

 補助金の交付決定額：○○○，○○○，○○○円 

 

５．補助金の額の確定は、別に定める交付額の算定方法により行うものとする。  

 

６．研究機関は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令及び取扱要領の定めるところに従わなければならない。 

 

７．この交付の決定内容又は条件に不服がある場合の申請の取下げをすることができる期限は、 

令和 8年 4月 15日とする。 

 

８．補助条件は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。（特に条件を附す場合のみ記載） 

 なし 
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９．その他（特に条件を附す場合のみ記載） 

 なし 

以上 


